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○鳥羽市条件付き一般競争入札実施要綱 

平成19年８月31日告示第68号 

改正 

平成20年８月29日告示第61号 

平成21年９月30日告示第70号 

平成22年５月21日告示第50号 

平成24年12月28日告示第132号 

平成26年３月27日告示第19号 

平成29年３月31日告示第19号 

令和元年５月31日告示第11号 

令和４年８月３日告示第88号 

鳥羽市条件付き一般競争入札実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥羽市が発注する建設工事の請負契約において、より良質な工事を確保し、かつ、

入札手続の透明性、客観性及び競争性を高めるために、市が実施する条件付き一般競争入札の入札手続

について、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行

令」という。）及び鳥羽市契約規則（平成26年規則第１号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 条件付き一般競争入札の対象となる建設工事（以下「対象工事」という。）は、土木工事、建築

工事及び水道工事のうち、設計金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が130万円を超えるもの

とする。ただし、特別の事情により条件付き一般競争入札が適さないと認められる場合は、この限りで

ない。 

（参加資格要件） 

第３条 条件付き一般競争入札に参加する者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。 

(１) 施行令第167条の４の規定に該当しないこと。 

(２) 規則第３条の規定により入札参加資格登録業者名簿に登録されていること。 

(３) 鳥羽市建設工事等入札参加資格審査要綱（平成22年告示第50号）第８条の規定による等級別格付

がされており、当該格付けが対象工事ごとに定める等級に該当すること。 

(４) 鳥羽市建設工事等指名停止措置要領（平成20年告示第61号）に基づく指名停止の措置を受けてい

る期間内でないこと。 

(５) 対象工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者、監理技術者等が適正に確保できていること。 

(６) 鳥羽市が賦課徴収するすべての税について未納のないこと。 

(７) 前各号に定めるもののほか対象工事ごとに定める要件を満たしていること。 

（入札の公告） 

第４条 市長は、条件付き一般競争入札を実施しようとするときは、規則第４条の規定による公告（以下

「公告」という。）を市役所前の掲示板に掲示して行うほか、当該公告の写しを総務課（水道事業に係

るものにあっては水道課）及びインターネットにおいて閲覧に供する。 

（参加申請） 

第５条 条件付き一般競争入札に参加しようとする者は、公告で定める提出期限までに条件付き一般競争

入札参加申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請書の提出方法は、持参又はファクシミリによるものとする。 

３ 市長は、第一項に定める申請書を受理した場合、受付印を押印した申請書の写しを交付する。 

（参加資格の確認） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、入札参加資格の有無を審査し、入札に

参加する資格を有しない者があるときは、速やかにその者に対し理由を付して通知しなければならない。 

（設計図書等の閲覧） 

第７条 対象工事に係る設計図書等（以下「設計図書等」という。）は、公告の日から入札日の前日まで

インターネットにおいて閲覧に供する。 

（質問書） 
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第８条 設計図書等に関する質問は、公告で定めるところにより質問書（様式第２号）を提出して行うも

のとする。 

（最低制限価格） 

第９条 市長は、規則第８条第１項の規定に基づき、条件付き一般競争入札を実施するときは、最低制限

価格を設けるものとする。 

２ 最低制限価格の算出方法その他の必要な事項は、市長が別に定める。 

（予定価格等の公表） 

第10条 条件付き一般競争入札に係る予定価格については、公告の際に公表するものとし、最低制限価格

については入札後に公表するものとする。 

（入札の執行回数） 

第11条 条件付き一般競争入札の執行回数は、１回とする。 

（内訳書の提出） 

第12条 条件付き一般競争入札に参加する者は、入札金額の根拠となる内訳書を入札書に同封して提出し

なければならない。 

２ 内訳書は公告ごとに市が指定した様式を用いるものとする。 

３ 前２項の規定による内訳書を提出しなかったとき、又は内訳書の内容が入札金額に対応しないときは、

失格とする。 

（入札参加の辞退） 

第13条 申請書を提出した者は、入札参加を辞退することはできないものとする。ただし、やむを得ない

理由がある場合に限り、その理由を添えた辞退届を提出することにより、入札参加を辞退することがで

きる。 

２ 前項の規定により入札を辞退した者は、このことを理由として以後行う請負契約について不利益な取

扱いを受けるものではない。 

（入札の中止等） 

第14条 市長は、入札を公正に執行することができないと認めるときその他特別の事情により入札を執行

することが困難と認めるときは、入札を延期し、又は中止することができる。 

（同日落札制限） 

第15条 同日に開札する条件付き一般競争入札の落札件数は１業者１件までとし、落札となった入札後に

当該落札者が行った入札は無効とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 

２ 共同企業体が落札者となった場合は、各構成員は後の入札を同日制限の対象とする。なお、先の開札

分で構成員のいずれかに落札となった入札がある場合は、共同企業体での当該入札参加分は同日落札制

限の対象とし無効とする。 

（受注数制限） 

第16条 鳥羽市が発注する対象工事において受注した工事数（以下「手持工事数」という。）が当該入札

の前日において２件に達した者が行う入札は、無効とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、

この限りでない。 

２ 手持工事数は、条件付き一般競争入札において落札候補者又は落札者になった時に増加し、工事完成

の報告を受け付けた日から14日後に減少するものとする。ただし、落札候補者又は落札者となった後こ

れらの者と当該契約が締結されないことが明らかになった場合は手持工事数の増加を取り消すものと

し、完成検査に合格しなかった場合は再検査合格後に減少するものとする。 

３ 災害復旧工事等の緊急性を有する工事は、受注手持工事数に含めない。 

４ 請負者の事由以外（発注者・地元関係者・第三者等）での工事等一時中止期間が１か月を超えた時点

から、当該工事を手持工事件数から除くものとし、工事が再開された時点から手持件数に加えるものと

する。 

５ 共同企業体が落札者となった場合は、各構成員全ての手持工事件数に加えるものとする。 

（補則） 

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

附 則 

この告示は、平成19年９月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

附 則（平成20年８月29日告示第61号抄） 
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（施行期日） 

１ この告示は、平成20年９月１日から施行する。 

附 則（平成21年９月30日告示第70号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成22年５月21日告示第50号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成22年６月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月28日告示第132号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成25年１月１日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成25年４月１日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この告示は、この告示の施行の日以後に公告する条件付き一般競争入札について適用し、同日前に公

告した条件付き一般競争入札については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年３月27日告示第19号） 

（施行期日） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日告示第19号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成29年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示は、この告示の施行の日以後に公告する条件付き一般競争入札について適用し、同日前に公

告した条件付き一般競争入札については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年５月31日告示第11号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年６月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示は、この告示の施行の日以後に公告する条件付き一般競争入札について適用する。 

附 則（令和４年８月３日告示第88号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示は、この告示の施行の日以後に公告する条件付き一般競争入札について適用する。 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第８条関係） 

 


